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Ⅰ 港湾計画の方針 
 

１ 尼崎西宮芦屋港への要請 

 

尼崎西宮芦屋港は大阪湾の奥部に位置し、昭和４４(１９６９)年

に、重要港湾尼崎港、地方港湾西宮港及び５６条港湾芦屋港を統合

して設立した重要港湾で、尼崎港区、西宮港区及び芦屋港区のそれ

ぞれ特色のある３港区より構成されている。 

令和元年における尼崎西宮芦屋港の港勢は、入港隻数が５，０４

０隻、港湾取扱貨物量が外貿１４万トン、内貿４６５万トン、合計

４７９万トンとなっている。 

 

尼崎港区は、阪神工業地帯の中心に位置し、背後には鉄鋼業、基

礎素材産業などの重化学工業が立地し、高速道路へのアクセスの利

便性から、大型物流施設等が進出してきている。また、尼崎臨海地

域の自然をよみがえらせ、魅力と活力のある新しいまちづくりをめ

ざした『尼崎２１世紀の森づくり』の取り組みが進んでいる。 

西宮港区は物流関連企業・施設が集積しており、特に鳴尾浜地区

では大型倉庫等が立地し、西宮地区では、物流関連企業・施設に加

えて、西宮市の主要産業である食品関連企業・工場等が複数立地し

ている。また、産業機能とともに、全国に先駆けて港湾緑地の整備

を行うなど自然環境に配慮した取り組みが行われており、阪神地域

の海洋性レクリエーションの拠点として発展している。 

芦屋港区はマリーナを核として、人々が交流する新たな港湾空間

の創出が進んでいる。 

一方、尼崎西宮芦屋港の背後圏である阪神地域は、産業構造の変
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化、人口減少・少子高齢化の進行などにより低下した地域活力の再

生が求められている。 

そのなか、２０２５年大阪・関西万博の開催をひかえ、地域への

関心を集める好機となるため、社会潮流の変化も踏まえながら、様々

なポテンシャルを最大限に活用し、活性化を促すとともに、地域の

発展へとつなぐ必要がある。 

以上のような近年の動向に対応していくため、尼崎西宮芦屋港は

以下の要請に応えていく必要がある。 

 

高速道路へのアクセスの利便性を活かし、臨海部産業活動の展開

を支援する物流機能の充実を図る必要がある。 

また、２０２４年問題を踏まえた海上モーダルシフトの進展に伴

い、複合一貫輸送ターミナルの整備による臨海部産業の物流拠点化

の実現を図る必要がある。 

さらに東西方向の連絡や土地利用の進展を見据え、交通ネットワ

ークの充実が必要とされている。 

阪神・淡路大震災の貴重な教訓とともに南海トラフ巨大地震発生

の切迫性や高潮による浸水被害などを踏まえ、県民の安全と安心の

確保のため、様々な自然災害に強い港湾空間の形成が求められてい

る。 

尼崎西宮芦屋港においては、いち早く自然環境改善の取り組みや

アメニティ・レクリエーション機能の導入を進めてきた経緯を踏ま

え、次世代に引き継ぐ自然・ひとと自然が共存する身近でにぎわい

あふれるみなとづくりがのぞまれている。 

以上を踏まえ、「産業活性化と海辺の賑わい創出に向けて」“大阪

湾の KEY・PORT”を実現していくことが求められている。 
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２ 計画の基本方針 

 

令和１０年代後半を目標年次として、以下の港湾計画の方針を定

め、港湾計画を改訂する。 

 

１）コールドチェーン等の新たな物流需要に対応する機能の集積を

図り、ＲＯＲＯ船の定期航路を誘致することで物流機能の強化と、

モーダルシフトの推進を図る。また、産業活動の展開を支援する

ため、既存の物流機能の高度化に向け、内貿バルク貨物の拠点化

等の機能強化や道路ネットワークの充実を図る。さらに国際拠点

港湾「阪神港」である神戸港と大阪港の中間に位置することから、

両港を補完・連携し、既存施設の活用、フェニックス事業用地へ

の新たな産業の誘致による背後地の産業の活性化に貢献する。 

 

２）既存の親水空間や緑地のネットワーク化や海浜の再生を図り、

ウォーターフロント空間のさらなるにぎわい機能の強化を図る。

また、近年増加する大型クルーザー等の寄港に対応し、海洋性レ

クリエーションの発展に寄与する。さらに大阪湾再生を先導し、

ゆたかな自然環境と港湾空間の創出を図る。 

 

３）南海トラフ巨大地震や高潮の発生に備えるハード・ソフト対策

を推進するとともに、施設老朽化等に対応する戦略的かつ効率的

なインフラメンテナンスに取り組む。なお、新たなＲＯＲＯ船の
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定期航路等が就航する施設については災害時の機能継続を目指し

て耐震化を図る。 

以上の方針の下、効率性、安全性、快適性の高い空間を形成する

ため、陸域(１，３００ｈａ)、水域(４，２７０ｈａ)からなる港湾

空間を以下のように利用する。 

 

基本的方針として、尼崎港区及び西宮港区南側は、物流・産業空

間とし、西宮港区及び芦屋港区は、生活空間とする。なお、環境改

善に取り組む空間は尼崎西宮芦屋港全域とし、活力あふれる、にぎ

わい・うるおい・憩いの場となる港湾空間の形成を図る。 

 

① 東海岸町沖地区と末広地区は、高付加価値産業の集積や、モーダ

ルシフトを見据え、新たな物流ニーズに対応するため、物流機能

の強化を図るゾーンとする。 

 

② 東海岸町地区、東海岸町沖地区、鳴尾地区、甲子園地区、西宮地

区の公共埠頭は、内貿バルク貨物の取扱拠点として、物流機能の

強化を図るゾーンとする。 

 

③ 東浜地区、鶴町地区、扇町地区、鳴尾地区は、主要産業である鉄

鋼業や化学工業関係の工場が多数立地する生産拠点であるため、

生産機能を確保する。 
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④ 芦屋地区、西宮地区のマリーナ集積や親水性を活かし、交流拠点

として、交流機能の強化を図るゾーンとする。 

 

⑤ 扇町地区、甲子園浜地区、前浜地区等を中心に、自然環境の維持・

創出を図るゾーンとする。 

 

⑥ 西宮地区の西側と芦屋地区は住宅地等が集積しているため、都市

機能を確保するゾーンとする。 
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Ⅱ 港湾の能力 

目標年次(令和１０年代後半)における取扱貨物量を次のように定

める。 

 

取
扱
貨
物
量 

外 貿 ６１万トン 

内 貿 ８３５万トン 

合 計 ８９６万トン 
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Ⅲ 港湾施設の規模および配置 

１ 公共埠頭計画 

１－１ 東海岸町地区 

公共埠頭は以下の通りである。 

 

水深１０ｍ 岸壁２バース 延長３７０ｍ      （既設） 

  Ｈ-２，Ｈ-３ 

埠頭用地 ９ｈａ（荷捌施設用地および保管施設用地） 

               （うち５ｈａ既設）[既定計画]  

 

１－２ 東海岸町沖地区 

公共埠頭は以下の通りである。 

 

水深５．５ｍ 岸壁２バース 延長１８０ｍ     （既設） 

                    ＨＰ-１，ＨＰ-２ 

水深７．５ｍ 岸壁１バース 延長１３０ｍ     （既設） 

ＨＰ-３ 

水深１２ｍ 岸壁２バース 延長４８０ｍ      （既設） 

  ＨＰ-４，ＨＰ-５ 

水深５．５ｍ 岸壁３バース 延長３００ｍ     （既設） 

ＨＰ-６，ＨＰ-７，ＨＰ-８ 

埠頭用地 １５ｈａ（荷捌施設用地および保管施設用地） 

  （うち１２ｈａ既設、３ｈａ工事中）（既設） 
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１－３ 末広地区 

新たな物流需要に対応し、ＲＯＲＯ船の定期航路を誘致すること

で物流機能の強化と、モーダルシフトを推進し、船舶大型化等に対

応するため、公共埠頭を次のとおり計画する。 

 

水深９ｍ 岸壁２バース 延長４４０ｍ      [新規計画] 

埠頭用地 １７ｈａ（荷捌施設用地および保管施設用地） 

 [新規計画] 

 

１－４ 扇町地区 

末広地区公共埠頭計画の見直しに伴い、既定計画を廃止する。 

 

既定計画 

水深７．５ｍ 岸壁 延長２４０ｍ 

水深４ｍ 岸壁 延長９０ｍ 

埠頭用地 ２ｈａ（荷捌き施設用地及び保管用地） 
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１－５ 鳴尾地区 

公共埠頭は以下の通りである。 

 

水深１０ｍ 岸壁１バース 延長１８５ｍ      （既設） 

水深４ｍ 物揚場 延長２６０ｍ          （既設） 

水深２ｍ 物揚場 延長３００ｍ          （既設） 

埠頭用地 ３ｈａ（荷捌施設用地および保管施設用地）（既設） 

水深２ｍ 物揚場 延長１２８ｍ          （既設） 

水深１．５ｍ 物揚場 延長１２０ｍ        （既設） 

埠頭用地 １ｈａ（荷捌施設用地および保管施設用地）（既設）   

 

１－６ 甲子園浜地区 

公共埠頭は以下の通りである。 

 

水深４ｍ 物揚場 延長４１０ｍ          （既設） 

水深３ｍ 物揚場 延長１０９ｍ          （既設） 

埠頭用地 ４ｈａ（荷捌施設用地および保管施設用地）（既設）    
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１－７ 甲子園地区 

公共埠頭は以下の通りである。 

 

水深７．５ｍ 岸壁２バース 延長２６０ｍ     （既設） 

水深５．５ｍ 岸壁８バース 延長７２０ｍ     （既設） 

埠頭用地 １９ｈａ（荷捌施設用地および保管施設用地）（既設）   

 

１－８ 浜町地区 

公共埠頭は以下の通りである。 

 

水深３．５ｍ 物揚場 延長９４ｍ          （既設） 

水深２．７ｍ 物揚場 延長１２６ｍ        (既設） 

埠頭用地 １ｈａ（荷捌施設用地および保管施設用地）（既設）    

 

１－９ 西宮地区 

公共埠頭は以下の通りである。 

 

水深５．５ｍ 岸壁７バース 延長６３０ｍ     （既設） 

水深４ｍ 物揚場 延長５３０ｍ          (既設） 

埠頭用地 １５ｈａ（荷捌施設用地および保管施設用地）（既設）  
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２ 危険物取扱施設計画 

２－１ 末広地区 

企業側からの申し出により、利用需要がないため、以下の既定計

画を削除する。 

 

既定計画 

水深３．５ｍ ドルフィン（専用） １バース 
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３ 専用施設計画 

３－１ 末広地区 

企業側からの申し出により、専用施設として次のとおり計画する。 

 

水深７ｍ 岸壁１バース 延長１０８ｍ     [新規計画] 

 

企業側からの申し出により、利用需要がないため、以下の既定計

画の削除、及び既存施設を撤去する。 

 

既定計画 

水深３．５ｍ ドルフィン １バース 

既設の撤去 

 水深３．５ｍ 岸壁 延長８ｍ 

 

３－２ 東海岸町地区 

企業側からの申し出により、利用需要がないため、以下の既存施

設を撤去する。 

 

既設の撤去 

水深３．５ｍ 岸壁 延長２６２ｍ 

  水深４ｍ ドルフィン １バース 

  水深３．３ｍ 岸壁 延長５０ｍ 

  水深３．５ｍ 岸壁 延長４０ｍ 
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３－３ 東浜地区 

企業側からの申し出により、利用需要がないため、以下の既存施

設を撤去する。 

 

既設の撤去 

水深２．５ｍ 岸壁 延長２７１ｍ 

 

３－４ 鶴町地区 

企業側からの申し出により、利用需要がないため、以下の既存施

設を撤去する。 

 

既設の撤去 

水深２．５ｍ 岸壁 延長４０ｍ 
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４ 水域施設計画 

係留施設を含む公共埠頭計画に対応して、航路、泊地、及び航路・

泊地を次の通り変更する。 

 

４－１ 航路 

東海岸町沖地区  

尼崎航路 水深１２ｍ 幅員２２０ｍ       （既設） 

尼崎（Ⅱ）航路 水深１０ｍ 幅員２００ｍ  [既定計画] 

 

既定計画 

尼崎航路 水深１２ｍ 幅員２６０ｍ 

尼崎（Ⅱ）航路 水深１０ｍ 幅員２００ｍ 

 

鳴尾地区  

鳴尾航路 水深１０ｍ 幅員２００ｍ      （既設） 
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４－２ 泊地 

末広地区 水深９ｍ 面積２ｈａ 

                   ［既定計画の変更計画］ 

 

既定計画 

扇町地区 水深７．５ｍ 面積１ｈａ 

 水深４ｍ 面積１ｈａ 

既設 

扇町地区 水深７．５ｍ 面積１ｈａ 

     水深７ｍ 面積１ｈａ 

 

 

４－３ 航路・泊地 

末広地区 水深９ｍ 面積１４ｈａ 

［既定計画の変更計画］ 

 

既定計画 

扇町地区 水深７．５ｍ 面積６ｈａ 

既設 

扇町地区 水深７．５ｍ 面積１８ｈａ 
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５ 外郭施設計画 

港内の静穏及び船舶の航行の安全を図るとともに、航路、泊地等

の埋没を防止するため、外郭施設を次のとおりとする。 

 

尼崎港区 西防波堤 延長１２７ｍ          （既設） 

閘門防波堤 延長３８０ｍ         （既設） 

西宮港区 鳴尾防波堤 延長３００ｍ         （既設） 

鳴尾内防波堤 延長１７５ｍ        （既設） 

     甲子園防波堤 延長３００ｍ        （既設） 

西宮防波堤 延長５，２００ｍ 

（うち４，４３３ｍ既設）［既定計画］ 

     西宮内防波堤 延長１，２３５ｍ      （既設） 

     西宮内防波堤（東） 延長５０ｍ      （既設） 

     西宮内防波堤（南） 延長１，０６０ｍ   （既設） 

     西宮内防波堤（西） 延長２２０ｍ     （既設） 

浜防波堤 延長１００ｍ          （既設） 

西宮甲部防波堤 延長４５ｍ        （既設） 

     西宮乙部防波堤 延長２０ｍ        （既設） 

芦屋港区 芦屋沖南防波堤 延長１２ｍ        （既設） 

芦屋沖北防波堤 延長１５ｍ        （既設） 
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６ 小型船だまり計画 

６－１ 東海岸町地区 

利用が見込まれない小型船だまりの既定計画を廃止する。 

 

既定計画 

東海岸町地区 小型桟橋 

 

６－２ 扇町地区 

以下のとおり小型船だまりを計画する。 

 

 小型桟橋３基（うち１基既設）          ［既定計画］ 

 

６－３ 鳴尾地区 

以下のとおり小型船だまりを計画する。 

 

 物揚場 水深２ｍ 延長１５０ｍ         ［既定計画］ 

  

６－４ 西宮地区 

次のとおりである。 

 

 小型桟橋７基                    （既設） 

埠頭用地 １ｈａ（荷捌施設用地および保管施設用地） 

                         [既定計画] 
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７ マリーナ計画 

７－１ 西宮地区 

海洋性レクリエーション需要に対応するため、以下のとおりとす

る。 

 

西宮内防波堤（東） 延長５０ｍ           （既設） 

西宮内防波堤（南） 延長１，０６０ｍ        （既設） 

西宮内防波堤（西） 延長２２０ｍ          （既設） 

小型桟橋 １５基                  （既設） 

船揚場 延長１５０ｍ                （既設） 

緑地 １ｈａ                    （既設）  

 

７－２ 芦屋沖地区 

海洋性レクリエーション需要に対応するため、以下のとおりとす

る。 

 

芦屋沖南防波堤 延長１２ｍ             （既設） 

芦屋沖南防波堤 延長１５ｍ             （既設） 

小型桟橋 ３９基                  （既設） 
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８ 臨港交通施設計画 

８－１ 道路 

港湾における交通の円滑化を図るとともに、港湾と背後地域とを

結ぶため、臨港交通施設を以下のとおり計画する。 

 

臨港道路 東海岸町１号線 ４車線          （既設） 

  起点 東海岸町埠頭 終点 市道東海岸町線の１  

臨港道路 東海岸町沖１号線 ４車線         （既設） 

  起点 東海岸町沖埠頭 終点 東海岸町１号線  

臨港道路 東海岸町沖２号線 ２車線         （既設） 

  起点 東海岸町沖埠頭 終点 東海岸町沖１号線  

臨港道路 東海岸町沖３号線 ２車線         （既設） 

  起点 東海岸町沖埠頭 終点 東海岸町沖１号線  

臨港道路 東海岸町沖４号線 ２車線       [既定計画] 

  起点 東海岸町沖埠頭 終点 東海岸町沖１号線  

臨港道路 東海岸町２号線 ２車線        [新規計画] 

  起点 尼崎臨海線 終点 市道東海岸町線の１  

臨港道路 尼崎臨海線 ２車線          [新規計画] 

  起点 市道道意線 終点 県道尼崎港線  

臨港道路 末広１号線 ２車線          [新規計画] 

  起点 末広地区埠頭  終点 市道東扇町線     

臨港道路 鳴尾１号線 ２～４車線          （既設） 

  起点 鳴尾埠頭 終点 都市計画道路小曾根線  
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臨港道路 鳴尾２号線 ２車線            （既設） 

  起点 鳴尾埠頭 終点 鳴尾１号線  

臨港道路 鳴尾３号線 ２車線            （既設） 

  起点 鳴尾埠頭 終点 鳴尾１号線  

臨港道路 鳴尾４号線 ２車線            （既設） 

起点 鳴尾埠頭 終点 西宮市道  

臨港道路 今津線（区間Ａ） ４車線         （既設） 

  起点 甲子園浜埠頭 終点 都市計画道路今津西線  

臨港道路 今津線（区間Ｂ） ４車線         （既設） 

  起点 甲子園浜埠頭 終点 今津線（区間Ａ）  

臨港道路 甲子園１号線 ２車線           （既設） 

  起点 甲子園先端緑地 終点 今津線（区間Ｂ） 

臨港道路 札場筋線 ４車線             （既設） 

  起点 西宮埠頭 終点 国道４３号  

臨港道路 西宮地区２号線 ４車線          （既設） 

  起点 西宮埠頭 終点 札場筋線  

臨港道路 西宮地区３号線 ２車線          （既設） 

  起点 西宮埠頭 終点 札場筋線  

臨港道路 芦屋沖１号線 ４車線           （既設） 

  起点 芦屋沖緑地 終点 県道臨港線 

臨港道路 芦屋沖２号線 ４車線           （既設） 

  起点 芦屋沖緑地 終点 県道臨港線 
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利用形態の見直しに伴い、以下の既定計画を廃止する。 

 

道路 

臨港道路 扇町線 ２車線 

起点 扇町地区埠頭  終点 市道東扇町線    
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Ⅳ 港湾の環境の整備および保全 

１ 自然的環境を整備又は保全する区域 

東海岸町地区、末広地区、扇町地区、丸島地区、甲子園浜地区、

甲子園地区、前浜地区における海浜において、人と自然が共生する

良好な港湾環境の形成をはかるため、「自然的環境を整備又は保全す

る区域」を設定する。 
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２ 港湾環境整備施設計画 

魅力ある親水空間を創出し、継承していくため、海浜及び緑地を

次の通り、計画する。 

 

東海岸町地区  緑地 面積３ｈａ  ［既定計画の変更計画］ 

海浜 延長４００ｍ      [既定計画] 

 海浜 延長２００ｍ      [既定計画] 

既定計画 

  東海岸町地区  緑地 面積３ｈａ 

 

東海岸町沖地区 緑地 面積１０ｈａ      ［既定計画］ 

 緑地 面積３ｈａ         （既設） 

鶴町地区    緑地 面積２ｈａ       ［既定計画］ 

末広地区    緑地  面積１ｈａ       [新規計画] 

            海浜 延長２００ｍ      ［既定計画］ 

扇町地区    緑地  面積２ｈａ       [新規計画] 

緑地  面積１０ｈａ（工事中） ［既定計画］ 

その他緑地 面積１９ｈａ     （既設） 

海浜 延長３５０ｍ      ［既定計画］ 

丸島地区    緑地  面積１ｈａ         （既設） 

海浜 延長３００ｍ      ［既定計画］ 

鳴尾地区    緑地  面積２ｈａ         （既設） 

その他緑地 面積１４ｈａ     （既設） 
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甲子園浜地区  緑地  面積７ｈａ         （既設） 

その他緑地 面積１４ｈａ     （既設） 

海浜 延長９００ｍ        （既設） 

甲子園地区    緑地  面積４ｈａ       ［既定計画］ 

緑地 面積５ｈａ         （既設） 

海浜 延長８００ｍ        （既設） 

浜町地区     緑地  面積１ｈａ       ［既定計画］ 

西宮地区     緑地  面積２ｈａ         （既設） 

その他緑地 面積１４ｈａ     （既設） 

芦屋沖地区    緑地  面積６ｈａ         （既設） 

その他緑地 面積１３ｈａ     （既設） 

海浜 延長６５０ｍ        （既設） 

前浜地区    その他緑地 面積１１ｈａ     （既設） 

海浜 延長１，０００ｍ    [既定計画] 

 

用途の変更に伴い、以下の既定計画を削除する。 

 

既定計画 

   東海岸町沖地区 緑地 面積４ｈａ 



25 
 

 

Ⅴ 土地造成及び土地利用計画 

港湾施設の計画に対応し、併せて効率性、安全性、快適性の高い

港湾空間の形成を図るため、土地造成および土地利用を次のとおり

計画する。 

 

１ 土地造成計画 
（単位：ha） 

注１） （ ）内は港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に特に密接に関連する土地造成計画

で内数である。 
注２） 端数処理のため内数の和は必ずしも合計とはならない。 
 
 

用途 

地区名 
埠頭用地 

港湾関連 
用 地 

交流厚生 
用 地 

工業用地 
都市機能 
用地 

交通機能 
用地 

緑 地 合 計 

東 海 岸 町 地 区       
 

 

 

 

東海岸町沖地区 
 

 

(12) 

12 
 

(6) 

6 

 

 

 

 

(10) 

10 

(28) 

28 

東 浜 地 区        
 

 

鶴 町 地 区        
 

 

末 広 地 区 
(17) 

17 

(6) 

6 
   

(1) 

1 

(1) 

1 

(25) 

25 

扇 町 地 区       
(1) 

1 

(1) 

1 

丸 島 地 区        
 

 

鳴 尾 地 区 
(1) 

1 
     

 

 

(1) 

1 

甲 子 園 浜 地 区     
(1) 

1 
  

(1) 

1 

甲 子 園 地 区        
 

 

浜 町 地 区       
(1) 

1 

(1) 

1 

西 宮 地 区 
 

 
       

前 浜 地 区        
 

 

芦 屋 沖 地 区        
 

 

合  計 
(17) 

17 

(18) 

18 
 

(6) 

6 

(1) 

1 

(1) 

1 

(12) 

12 

(55) 

55 
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２ 土地利用計画 
（単位：ha） 

注１） （ ）内は港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する区域の保全に特に密接に関連する土地利用計画

で内数である。 
注２） 端数処理のため内数の和は必ずしも合計とはならない。 

用途 

地区名 
埠頭用地 

港湾関連 
用 地 

交流厚生 
用 地 

工業用地 
都市機能 
用地 

交通機能 
用地 

緑 地 合 計 

東 海 岸 町 地 区 
(9) 

9 

 

 

 

 

(190) 

190 

 

3 

(3) 

7 

(3) 

3 

(206) 

213 

東海岸町沖地区 
(15) 

15 

(40) 

40 

 

 

(40) 

40 

 

 

(6) 

6 

(13) 

13 

(113) 

113 

東 浜 地 区 
 

 

 

 

 

 

(76) 

76 

 

 

 

 

 

 

(76) 

76 

鶴 町 地 区 
 

 

 

 

 

 

(80) 

80 

 

 

 

1 

(2) 

2 

(82) 

82 

末 広 地 区 
(17) 

17 

(6) 

6 

 

 

(40) 

40 

 

 

(1) 

6 

(1) 

1 

(65) 

70 

扇 町 地 区  
 

 

 

 

(60) 

60 

 

18 

 

7 

(12) 

31 

(72) 

117 

丸 島 地 区 
 

 

 

 

 

 

(56) 

56 

 

48 

 

2 

(1) 

1 

(57) 

106 

鳴 尾 地 区 
(4) 

4 

(30) 

30 

 

 

 

 

 

84 

(3) 

11 

(2) 

16 

(39) 

144 

甲 子 園 浜 地 区 
(4) 

4 

(5) 

5 

 

 

 

 

(1) 

1 

(2) 

2 

(7) 

7 

(19) 

19 

甲 子 園 地 区 
(19) 

19 

 

 

 

 

 

 

 

27 

(4) 

12 

(10) 

10 

(32) 

68 

浜 町 地 区 
(1) 

1 

(6) 

6 

 

 

(25) 

25 

 

 

(1) 

1 

(1) 

1 

(33) 

33 

西 宮 地 区 
(15) 

15 

(16) 

16 

(16) 

16 

 

 

 

70 

(4) 

14 

(2) 

16 

(54) 

148 

前 浜 地 区 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

11 

芦 屋 沖 地 区 
 

 

 

 

(37) 

37 

 

 

 

56 

(4) 

14 

(6) 

19 

(47) 

126 

合  計 
(83) 

83 

(103) 

103 

(53) 

53 

(567) 

567 

(1) 

307 

(28) 

83 

(59) 

130 

(892) 

1,325 
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３ 海浜計画 

 
(単位：ｍ) 

用途 
地区名 

合計 

東 海 岸 町 地 区 
（６００） 

６００ 

末 広 地 区 
（２００） 

２００ 

扇 町 地 区 
（３５０） 

３５０ 

丸 島 地 区 
（３００） 

３００ 

甲 子 園 浜 地 区 
(９００) 

９００ 

甲 子 園 地 区 
(８００) 

８００ 

前 浜 地 区 
(１，０００) 

１，０００ 

芦 屋 沖 地 区 
(６５０) 

６５０ 

  合   計 
(４，８００) 

４，８００ 

注１） （ ）内は港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する 
区域の保全に特に密接に関連する海浜計画で内数である。 
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Ⅵ その他重要事項の計画 

１ 国際海上輸送網または国内海上輸送網の拠点として機能するた

めに必要な施設 

今回計画している施設および既に計画している施設のうち、国際

海上輸送または国内海上輸送網の拠点として機能するために必要な

施設は次のとおりである。 

 
東海岸町地区 

臨港道路 東海岸町２号線 ２車線        [新規計画] 

    起点 尼崎臨海線 終点 市道東海岸町線の１  

末広地区 

岸壁２バース 水深９ｍ 延長４４０ｍ   ［新規計画］ 

泊地 水深９ｍ 面積２ｈａ        ［新規計画］ 

航路・泊地 水深９ｍ 面積１４ｈａ    ［新規計画］ 

臨港道路 尼崎臨海線 ２車線            [新規計画] 

    起点 市道道意線 終点 県道尼崎港線  

臨港道路 末広１号線 ２車線             [新規計画] 

    起点 末広地区埠頭  終点 市道東扇町線     

東海岸町沖地区 

岸壁２バース 水深１２ｍ 延長４８０ｍ      （既設） 

尼崎航路 水深１２ｍ 幅員２２０ｍ           （既設） 

泊地 水深１２ｍ 面積２ｈａ                （既設） 

航路・泊地 水深１２ｍ 面積４４ｈａ        （既設） 

臨港道路 東海岸町沖１号線 ４車線          （既設） 
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    起点 東海岸町沖埠頭 終点 東海岸町１号線  

臨港道路 東海岸町沖３号線 ２車線      （既設） 

  起点 東海岸町沖埠頭 終点 東海岸町沖１号線  

西宮港区 

防波堤 延長５，２００ｍ（うち４，４３３ｍ既設） 

                     ［既定計画］ 
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２ 大規模地震対策施設 

今回計画している施設のうち、以下の施設について、大規模地震

が発生した場合に必要な国内海上幹線物流機能を維持するため、大

規模地震対策施設として計画する。 

 

東海岸町沖地区 

水深１２ｍ 岸壁１バース 延長２４０ｍ     （既設） 

臨港道路 東海岸町沖２号線 ２車線  [既設の変更計画] 

臨港道路 東海岸町沖３号線 ２車線  [既設の変更計画] 

    起点 東海岸町沖地区埠頭  

終点 臨港道路東海岸町沖１号線 

末広地区 

水深９ｍ 岸壁２バース 延長４４０ｍ    [新規計画] 

臨港道路 末広１号線 ２車線         [新規計画] 

    起点 末広地区埠頭 終点 市道東扇町線 

鳴尾地区 

水深１０ｍ 岸壁１バース 延長１８５ｍ     （既設） 

臨港道路 鳴尾１号線 ２～４車線   [既設の変更計画] 

臨港道路 鳴尾２号線 ２車線     [既設の変更計画] 

臨港道路 鳴尾３号線 ２車線     [既設の変更計画] 

    起点 鳴尾地区埠頭 終点 都市計画道路小曾根線 
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甲子園浜地区 

水深４ｍ 岸壁４バース 延長４１０ｍ       （既設） 

臨港道路 今津線（区間Ａ） ４車線   [既設の変更計画] 

    起点 甲子園浜埠頭 終点 都市計画道路今津西線  

西宮地区 

水深５．５ｍ 岸壁２バース 延長１８０ｍ     （既設） 

臨港道路 札場筋線 ４車線      [既設の変更計画] 

    起点 西宮地区埠頭 終点 国道４３線 
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３ 港湾施設の利用 

３－１ 物資補給等のための施設 

貨物船、作業船等の待機並びに物資補給の用に対応するため、物

資補給等のための施設を次のとおり計画する。 

 

東海岸町地区 

水深７．５ｍ 岸壁２バース 延長２６０ｍ（物資補給岸壁） 

                                            [新規計画] 

甲子園浜地区 

水深５．５ｍ 岸壁２バース 延長１８０ｍ（物資補給岸壁） 

                                                   （既設） 

水深４ｍ 物揚場 延長 ９０ｍ（物資補給岸壁）   （既設） 

甲子園地区 

水深４ｍ 物揚場 延長６１０ｍ（物資補給岸壁）   （既設） 
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４ 橋梁の桁下空間の確保 

港湾を利用する船舶に航行上支障がないよう、橋梁の桁下空間を

次のとおり計画する。 
 

橋梁名 桁下空間 備考 

西宮浜南芦屋浜 

歩行者自転車橋 

中央部幅 120ｍ 

N.H.H.W.L.+10.2ｍ 
既定計画 

中島川橋 
中央部幅 135ｍ 

N.H.H.W.L.+29.0ｍ 
既設 

尼崎港橋 
中央部幅 174ｍ 

N.H.H.W.L.+25.0ｍ 
既設 

扇町水路橋 
中央部幅 130ｍ 

N.H.H.W.L.+25.0ｍ 
既設 

西堀運河橋 
中央部幅 70ｍ 

N.H.H.W.L.+13.2ｍ 
既設 

鳴尾橋 
中央部幅 105ｍ 

N.H.H.W.L.+21.5ｍ 
既設 

西宮港大橋 

中央部幅 110ｍ 

N.H.H.W.L.+26.0ｍ 

中央部幅 200ｍ 

N.H.H.W.L.+23.0ｍ 

既設 

夙川橋 
中央部幅 60ｍ 

N.H.H.W.L.+10.2ｍ 
既設 

尼崎臨海橋 

（仮称） 

中央部幅 200ｍ 

N.H.H.W.L.+25.0ｍ 
新規計画 

 
 


